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柏崎刈羽原子力発電所30km圏内（UPZ）議員研究会

会長見附市議会議員関三郎

柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関して

事前了解権を有した新安全協定締結の要請

市政発展のため、日々ご尽力されておりますことに敬意を表します。

福島原発事故を受けて、国は原子力災害に備えた防災対策を講じる重点区域

の範囲を「おおむね半径 30kmJに拡大しました。これによって、柏崎刈羽原子

力発電所周辺の 7市町が新たに重点区域に入ることとなり、原発事故時の避難

計画の策定義務を負うこととなりました。

原発の再稼働にあたっては、国は「新規制基準に適合した原発は地元の同意

（了解）を得て再稼働するjとの方針ですが、地元の範囲は示されないまま全国

各地で原発が再稼働しています。東京電力は「柏崎刈羽原発を再稼働する際には

新潟県・柏崎市・刈羽村の同意を得るJと明言しており、 30km圏7市町の同意

は求めない方針です。また、新潟県知事は「再稼働に対する柏崎市と刈羽村以外

の県内市町村の意向は県が取りまとめるJと表明していますが、取りまとめ方法

は未定であり、 30km圏に入った自治体の意向が知事の判断にしっかりと反映さ

れるかは不明です。

柏崎刈羽原発ほ 7基の原子炉を擁する世界最大級の原発であり、福島原発事

故を起こした東京電力が運用する原発であることから、再稼動にあたっては他

の原発以上に慎重な判断が求められます。

柏崎刈羽原発の 30~ 圏に入った自治体は、住民の安全・安心を確保するた

めに、再稼働に対する住民の意思を確実に反映させる必要があります。そのため

の手段として、事前了解権を明文化した安全協定を東京電力と締結して下さい

ますようお願い致します。


